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あ

さ

ぎ

り

町
ち
ょ
う

（役 場）

一 
 

概

況

 
 

平
成
一
五
年
四
月
一
日
、
上
村
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
の
合
併
に
よ
り
、

人
口
一
六
、
六
三
八
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）、
面
積
約
一
五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
「
あ

さ
ぎ
り
町
」
が
誕
生
し
た
。

 
 

本
町
は
、
熊
本
県
の
南
端
、
人
吉
盆
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
東
は
多
良
木
町
、
西
は
錦

町
、
相
良
村
、
南
は
標
高
一
、
四
一
七
メ
ー
ト
ル
の
白
髪
岳
を
主
峰
と
し
て
国
見
岳
、
小
白
髪

岳
な
ど
が
連
な
る
九
州
山
脈
の
一
部
と
な
っ
て
宮
崎
県
と
接
し
て
い
る
。
町
の
北
部
に
は
北
岳

山
、
高
山
、
東
部
に
は
黒
原
山
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
流
れ
る
球
磨
川
本
流
、
支
流
の
免

田
川
、
井
口
川
、
水
無
川
に
沿
っ
た
形
で
緩
や
か
な
平
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

 
 

基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
で
は
、
特
産
品
で
あ
る
米
、
大
豆
、
メ
ロ
ン
、
イ
チ
ゴ
や
、
農
産
物

加
工
品
の
振
興
が
図
ら
れ
、「
あ
さ
ぎ
り
ブ
ラ
ン
ド
」
の
確
立
に
向
け
た
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

 
 

交
通
面
で
は
、
東
西
に
く
ま
川
鉄
道
が
走
り
、
中
央
に
あ
さ
ぎ
り
駅
、
東
に
東
免
田
駅
、
西

に
お
か
ど
め
幸
福
駅
が
あ
る
。
鉄
道
沿
い
を
国
道
二
一
九
号
が
並
進
し
、
九
州
自
動
車
道
人
吉

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ま
で
を
三
〇
分
弱
で
結
ぶ
。
ま
た
町
北
部
に
は
県
道
四
八
号
線
、
南
部
に

は
県
道
四
三
号
線
が
走
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
上
地
区
の
白
髪
岳
山
麓
に
谷
水
薬
師
が
あ
り
、
胎
内
仏
は
秘
仏
と
さ

れ
、
中
国
か
ら
渡
来
し
た
純
金
製
の
古
仏
と
伝
え
ら
れ
る
。
日
本
七
薬
師
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
、

旧
正
月
八
日
、
春
秋
の
彼
岸
の
中
日
、
夏
の
土
用
丑
の
日
の
祭
日
に
は
、
善
男
善
女
の
参
拝
者

が
多
く
、
こ
れ
ら
の
日
に
の
み
秘
仏
像
の
拝
観
が
で
き
る
。
ま
た
、
谷
水
薬
師
の
入
口
近
く
に
、

上
村
を
領
し
た
上
村
家
一
族
を
葬
る
約
七
〇
基
の
苔
む
し
た
五
輪
塔
が
建
ち
並
ん
で
い
る
。
免

田
地
区
に
は
、
昭
和
一
三
年
二
月
、
才
園
公
会
堂
建
設
敷
地
造
成
の
際
、
発
出
さ
れ
た
横
穴
式

関
室
内
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
遺
物
は
、
一
五
〇
〇
～
八
〇
〇
年
前
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
昭
和

三
三
年
に
鍍
金
獣
帯
鏡
、
玉
類
、
馬
具
な
ど
が
国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
岡
原
地
区
に

は
、
平
家
の
勇
将
平
景
清
息
女
の
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
板
碑
が
あ
り
、
そ
の
南
に
「
お
と
も

の
墓
」
と
い
う
小
さ
な
御
堂
を
祀
っ
て
い
る
。
岡
本
城
趾
は
、
戦
国
時
代
に
岡
本
の
地
頭
で
あ

っ
た
相
模
守
頼
春
の
居
城
の
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
初
期
に
相
良
家
の
家
老
と
し
て
縦
横
に

敏
腕
を
ふ
る
っ
た
老
臣
、
相
良
清
兵
衛
頼
兄
が
、
隠
居
所
と
し
て
構
え
た
館
の
跡
も
あ
る
。
ま

た
、
宮
原
観
音
堂
及
び
厨
子
は
県
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
須
恵
地
区
に
は
、
藤
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原
時
代
の
作
と
言
わ
れ
る
木
造
釈
迦
如
来
座
像
と
鎌
倉
時
代
の
作
と
言
わ
れ
る
木
造
文
珠
菩
薩
、

騎
獅
子
像
、
普
賢
菩
薩
騎
象
像
を
安
置
し
た
真
言
宗
の
平
等
寺
金
堂
・「
釈
迦
堂
」
及
び
阿
蘇
川

上
流
の
林
に
包
ま
れ
て
二
つ
の
滝
を
有
し
、
こ
の
地
方
で
雨
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
布

水
滝
が
あ
る
。
深
田
地
区
に
は
、
高
山
城
趾
、
毘
沙
門
堂
が
あ
る
が
、
本
尊
毘
沙
門
天
立
像
や

仁
王
像
は
、
県
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

主
要
施
設
や
観
光
面
で
は
、「
薬
師
温
泉
ヘ
ル
シ
ー
ラ
ン
ド
」
や
「
ふ
れ
あ
い
温
泉
温
華
乃
遙
」

の
天
然
温
泉
、
物
産
館
や
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
が
整
備
さ
れ
た
「
ビ
ハ
公
園
」、
ブ
ラ
ン
ド
と
し

て
全
国
的
に
知
ら
れ
る
球
磨
焼
酎
の
蔵
元
が
五
社
あ
り
、
そ
の
豊
か
な
風
味
を
楽
し
む
こ
と
が

出
来
る
。 

 

二 

町
名
の
由
来 

  

「
あ
さ
ぎ
り
」
の
町
名
は
、
住
民
公
募
の
上
、
小
委
員
会
に
お
け
る
選
定
を
経
て
残
っ
た
四

つ
の
最
終
候
補
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
他
に
は
「
五
彩
町
」「
五
福
町
」「
な
か
く
ま
町
」
と
い

っ
た
候
補
が
挙
が
っ
た
。
こ
の
最
終
候
補
に
つ
い
て
の
各
町
村
の
意
向
が
合
併
協
議
会
に
持
ち

寄
ら
れ
、
協
議
の
結
果
、
あ
さ
ぎ
り
町
に
決
し
た
。 

当
地
域
に
は
球
磨
川
の
恵
み
を
受
け
た
豊
か
な
自
然
環
境
が
あ
り
、
新
鮮
さ
や
清
ら
か
さ
、

自
然
を
表
す
イ
メ
ー
ジ
で
好
感
が
持
て
る
こ
と
が
、
こ
の
町
名
に
決
し
た
大
き
な
理
由
で
あ
っ

た
。 

 

三 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯 

 

１ 

合
併
関
係
市
町
村
の
状
況 

     

（
一
）
球
磨
郡
上
村 

 

明
治
二
八
年
一
二
月
七
日
、
そ
れ
ま
で
組
合
村
で
あ
っ
た
上
村
と
皆
越
村
が
合
併
し
て
上

村
が
新
設
さ
れ
、
以
後
、
近
年
ま
で
村
制
を
継
続
し
た
。
南
部
山
岳
地
帯
は
宮
崎
県
に
接
す

る
、
面
積
約
九
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
村
で
あ
る
。 

（
二
）
球
磨
郡
免
田
町 

当
地
域
は
明
治
二
二
年
の
町
村
制
施
行
の
際
、
独
立
村
と
し
て
免
田
村
と
称
し
、
以
後
、

昭
和
一
二
年
に
町
制
を
施
行
し
、
近
年
に
至
っ
て
い
る
。
人
吉
盆
地
の
中
央
に
位
置
す
る
帯

状
の
平
坦
地
で
、
面
積
は
約
一
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

（
三
）
球
磨
郡
岡
原
村 

 

明
治
二
二
年
に
岡
本
村
と
宮
原
村
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
、
以
来
近
年
ま
で
村
制
を
継
続

し
た
。
面
積
は
約
二
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

（
四
）
球
磨
郡
須
恵
村 

当
地
域
は
明
治
二
二
年
の
町
村
制
施
行
の
際
、
独
立
村
と
な
り
、
以
後
、
村
制
を
継
続
し

近
年
に
至
っ
て
い
る
。
面
積
は
約
一
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

（
五
）
球
磨
郡
深
田
村 

明
治
二
二
年
の
町
村
制
施
行
の
際
に
水
上
村
と
組
合
村
と
し
て
発
足
し
て
い
た
が
、
二
七

年
分
離
し
、
単
独
村
と
な
り
、
そ
の
後
、
昭
和
二
八
年
に
一
部
境
界
変
更
を
経
て
以
後
の
村

域
を
形
成
し
た
。
面
積
は
約
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

 

２ 

検
討
の
経
緯 

平
成
八
年
一
〇
月
、
上
村
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
の
五
か
町
村
の
首
長
レ

ベ
ル
で
設
置
さ
れ
た
「
中
球
磨
地
域
広
域
行
政
懇
話
会
」
が
発
端
と
な
り
、
当
地
域
の
合
併
に

向
け
た
気
運
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
昭
和
の
大
合
併
で
の
県
の
勧
告
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
元

来
地
理
的
、
経
済
的
に
一
体
感
の
あ
る
当
地
域
で
、
地
方
分
権
へ
の
対
応
や
行
財
政
の
効
率
化

を
目
指
し
た
広
域
的
な
行
政
の
取
組
の
検
討
が
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
任
意
協
議
会
、
法

定
協
議
会
に
お
け
る
約
七
年
に
わ
た
る
協
議
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
「
平
成
の
大
合
併
」
の
本
県

に
お
け
る
第
一
号
と
し
て
、
平
成
一
五
年
四
月
一
日
、
新
町
「
あ
さ
ぎ
り
町
」
が
誕
生
し
た
。

（
第
二
編
「
人
吉
・
球
磨
地
域
」
参
照
） 

  

 

上
村 

 

免
田
町 

 

岡
原
村 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

あ
さ
ぎ
り
町 

 

須
恵
村 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

（
平
一
五
・
四
・
一 

新
設
） 

 

深
田
村 
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３ 
合
併
条
件
協
議
会
に
お
け
る
協
定
事
項
等 

（
※
基
本
的
協
議
項
目
及
び
合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
項
目
を
記
載
） 

（
一
）
合
併
の
方
式 

上
村
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
町
を

設
置
す
る
新
設
合
併(

対
等
合
併)

と
す
る
。 

（
二
）
合
併
の
期
日 

 
合
併
の
期
日
は
、
平
成
一
五
年
四
月
一
日
と
す
る
。 

（
三
）
新
町
の
名
称 

 
新
町
の
名
称
は
、
あ
さ
ぎ
り
町
と
す
る
。 

（
四
）
新
町
の
事
務
所
の
位
置 

新
町
の
事
務
所
の
位
置
は
、
免
田
町
甲
字
久
鹿
一
一
九
九
番
地
と
す
る
。
現
在
の
上
村
・
岡

原
村
・
須
恵
村
・
深
田
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
場
の
位
置
に
支
所
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

（
五
）
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い 

１ 

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
山
林
の
取
扱
い
を
除
く
） 

(

１)

公
有
財
産(

山
林
を
除
く)

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

(

２)

物
品
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

(

３)

共
通
の
基
金
額
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
の
推
定
標
準
財
政
規
模
の
最
低
二
〇
％
を
確
保

す
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
基
金
額(

奨
学
基
金
、
救
護
施
設
基
金
、
土
地
開
発
基
金
等)

に

つ
い
て
は
、
合
併
時
の
現
有
額
を
持
ち
寄
る
。 

(

４)

債
務
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

２ 

山
林
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

(

１)

岡
原
村
・
須
恵
村
・
深
田
村
の
所
有
す
る
山
林
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
新
町
に
引
き
継

ぐ
。
な
お
、
関
係
村
が
締
結
し
て
い
る
分
収
林
契
約
に
つ
い
て
も
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も

の
と
す
る
。 

(

２)

上
村
の
所
有
す
る
山
林
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
財
産
区
を
設
置
し
財
産
区
管
理
会
を

設
け
て
管
理
運
営
に
あ
た
る
。
な
お
、
分
収
林
契
約
に
つ
い
て
は
財
産
区
に
引
き
継
ぐ
も

の
と
し
、
当
該
山
林
に
要
し
た
負
債
に
つ
い
て
は
上
村
が
合
併
前
に
一
括
償
還
す
る
も
の

と
す
る
。
ま
た
、
財
産
区
運
営
の
た
め
、
合
併
時
に
基
金
を
設
置
す
る
こ
と
と
す
る
。 

（
六
）
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を

適
用
し
、
合
併
後
一
年
一
月
間
、
引
き
続
き
新
町
の
議
会
の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
。 

（
七
）
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

新
町
の
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
は
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
き
合
併
の
日
か
ら
五
〇
日
以
内
に
設
置
選
挙
を
行
う
こ
と
と
し
、
選
挙
委
員
の
定
数
は

二
〇
名
と
す
る
。 

（
八
）
地
方
税
の
取
扱
い 

五
か
町
村
で
差
異
の
あ
る
税
制
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
扱
う
も
の
と
す
る
。 

(

１)

個
人
町
村
民
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
及
び
市
町
村
税
条
例
準
則
に
定
め
る

納
期
に
よ
る
。 

(

２)

固
定
資
産
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
須
恵
村
の
例
に
よ
る
。 

(

３)

軽
自
動
車
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
及
び
市
町
村
税
条
例
準
則
に
定
め
る
納

期
に
よ
る
。 

(

４)

鉱
産
税
に
つ
い
て
は
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
の
例
に
よ
る
。 

(

５)

水
利
地
益
税
に
つ
い
て
は
、
設
置
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
九
）
一
般
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

一
般
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

(

１)

一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
に
よ
り
、
す
べ
て

新
町
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
町
に
お
い
て
定

員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の
適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

(

２)

職
員
の
職
の
設
置
並
び
に
職
名
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
観
点
か

ら
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

(

３)

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
、

統
一
を
図
る
。 

（
一
〇
）
地
域
審
議
会 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
四
に
基
づ
く
地
域
審
議
会
を
新
町
に
お
い

て
設
置
す
る
。
各
地
区
の
地
域
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
別
紙
の
と
お

り
定
め
る
も
の
と
す
る
（
別
紙
略
）
。 
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４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

【
旧
球
磨
郡
上
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
、
県
は
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
、
上

村
の
中
球
磨
五
か
町
村
の
合
併
試
案
を
発
表
し
た
。
こ
の
関
係
五
か
町
村
は
、
合
併
を
促
進
す

る
た
め
、
昭
和
二
九
年
六
月
一
〇
日
、
球
磨
地
区
合
併
研
究
会
を
設
け
た
。
当
時
か
ら
上
村
に

お
い
て
は
、
関
係
町
村
の
町
村
有
財
産
の
不
均
衡
と
い
う
点
か
ら
合
併
に
反
対
す
る
動
き
が
み

ら
れ
て
い
た
が
、
同
年
一
二
月
に
は
、
上
村
合
併
促
進
委
員
が
発
足
し
た
。
ま
た
、
関
係
五
か

町
村
の
間
で
は
、
合
併
を
促
進
す
る
た
め
、
三
一
年
三
月
二
〇
日
、
従
来
い
わ
ゆ
る
「
町
村
合

併
研
究
会
」
か
ら
一
歩
進
ん
で
、「
町
村
合
併
促
進
協
議
会
」
を
結
成
し
、
関
係
町
村
の
利
害
関

 
 

建
久
九
年
（
一
一
九
八
）、
相
良
長
頼
が
人
吉
の
地
顕
職
に
補
さ
れ
て
、
そ
の
四
男
四
郎
頼
村

が
上
村
の
姓
を
名
乗
り
、
南
北
朝
期
頃
に
は
上
村
氏
が
麓
城
に
拠
っ
て
こ
れ
を
治
め
た
。
一
四

代
頼
孝
に
至
り
、
当
主
に
叛
い
て
滅
亡
し
、
以
降
当
主
自
ら
当
地
を
治
め
明
治
に
至
っ
た
。

 
 

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
人
吉
県
に
属
し
た
。
同
七
年
の
改
正
大
小

区
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
久
米
村
外
五
か
村
と
と
も
に
第
一
四
大
区
九
小
区
に
属
し
た
が
、

一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
上
村
、
皆
越
村
は
同
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。

同
二
二
年
の
町
村
制
施
行
後
両
村
は
組
合
村
と
な
っ
て
役
場
を
設
け
て
い
た
が
、
同
二
八
年
合

併
し
た
。
な
お
、
村
名
の
由
来
は
明
ら
か
で
な
い
。
当
初
は
南
部
高
台
を
上
村
と
称
し
て
い
た

が
、
中
世
以
後
、
当
地
域
一
円
の
総
称
と
な
っ
た
。

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

上
村

免
田
町

岡
原
村

須
惠
村

深
田
村

渕
田 

 

勇
一

植
薄

清
重

深
松
文
一
郎

橋
口

一
臣

宮
崎

司
郎

　
　

―

橋
口

棟
助

　
　

―

　
　

―
　
　

―

上
渕

賢
一

長
谷

政
勝

宮
原

正
孝

岩
崎

道
人

　
　

―

溝
口

峰
男

尾
曲

幸
晴

城
本

勝
行

福
田

末
且

上
村

岩
利

竹
野

保
良

金
盛

直
記

上
原

龍
一

恒
松

健
男

池
田

賢

区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
㎢
）

（
戸
）

計

計
中

学

校

高

等

学

校

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額

一
八
、
三
二
二

五
、
六
一
〇

一
五
九
．
四
九

二
、
二
三
〇

二
、
六
三
三

四
、
一
五
二

九
、
〇
一
五

一
、
一
二
四

一
五
、
四
一
六

五
、
五
六
八 五一

一
一
、
一
三
八

二
六
、
七
五
三

四
三
、
四
五
九

五
、
六
〇
〇

一
、
七
五
二

八
九
．
七
二

七
二
三

八
一
七

一
、
一
七
二

二
、
七
一
二

三
三
〇

四
、
八
〇
四

二
、
三
五
六 一一

三
、
八
二
九

七
、
六
一
九

一
三
、
八
〇
四

六
、
一
七
六

二
、
〇
〇
五

一
〇
．
三
一

四
一
六

九
六
三

一
、
六
三
四

三
、
〇
一
三

四
八
一

三
、
五
〇
八

一
、
二
四
九 一〇

四
、
八
五
一

一
〇
、
五
六
五

一
六
、
六
六
五

三
、
〇
四
八

八
六
九

二
〇
．
二
三

五
五
一

三
九
〇

五
七
九

一
、
五
二
〇

一
四
八

三
、
四
六
九

八
七
一 一〇

九
七
二

三
、
二
三
六

五
、
〇
七
九

一
、
四
九
六

三
五
八

一
七
．
九
八

二
六
四

一
八
〇

三
三
一

七
七
五

六
二

一
、
五
一
一

四
二
一 一〇

四
七
〇

一
、
六
一
八

二
、
五
〇
九

二
、
〇
〇
二

六
二
六

二
一
．
二
五

二
七
六

二
八
三

四
三
六

九
九
五

一
〇
三

二
、
一
二
四

六
七
一 一〇

一
、
〇
一
六

三
、
七
一
五

五
、
四
〇
二

中
学
校
以

上
の
学
校

あ
さ
ぎ
り
町

上
村

合

併

関

係

町

村

免
田
村

岡
原
村

須
恵
村

深
田
村

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

生
産
額

市

制

・

町
村
制
前

上

村

上

村

上

村

皆

越

村

上
村
列
村
（
全
部
事
務
組
合
）

（
明
二
二
・
四
・
一
）

（
明
二
八
・
一
二
・
七
新
設
）

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で
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係
を
調
整
し
て
、
よ
り
よ
い
町
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

 
 

と
こ
ろ
が
、
隣
村
岡
原
村
に
お
い
て
、
村
有
財
産
の
不
均
衡
、
多
良
木
町
と
の
合
併
問
題
な

ど
を
め
ぐ
り
、
村
内
に
合
併
賛
成
派
と
反
対
派
の
感
情
的
対
立
が
生
じ
る
等
、
五
か
町
村
合
併

の
動
き
は
な
か
な
か
進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
町
村
合
併
促
進
協
議
会
も
、
結
成
後
、
約

七
か
月
目
の
三
一
年
一
〇
月
七
日
を
最
後
に
、
関
係
町
村
間
の
町
村
有
財
産
を
め
ぐ
る
協
議
不

調
等
に
よ
り
自
然
消
滅
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
地
区
は
、
地
理
的
に
も
経
済
的
に
も
合
併
の

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
八
条
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
五
か
町

村
合
併
勧
告
が
な
さ
れ
た
が
、
岡
原
村
で
は
合
併
賛
成
派
と
反
対
派
の
対
立
が
さ
ら
に
激
化
し

て
お
り
、
ま
た
上
村
も
議
会
が
合
併
決
議
を
し
な
い
等
合
併
に
極
め
て
消
極
的
な
態
度
で
終
始

し
、
で
き
れ
ば
独
立
村
と
し
て
自
立
し
た
い
と
の
意
思
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
村
有
林
一
、

七
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
有
し
て
い
る
と
い
う
財
政
的
背
景
と
、
湯
前
、
水
上
の
合
併
の
未
解
決

や
岡
原
村
の
合
併
反
対
が
当
時
住
民
の
合
併
意
欲
を
盛
り
あ
が
ら
せ
な
い
一
因
と
も
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

 
 

そ
の
後
、
長
お
よ
び
議
員
の
選
挙
を
迎
え
て
、
合
併
促
進
を
叫
ん
で
い
た
指
導
者
も
合
併
に

対
し
て
消
極
的
と
な
り
、
結
局
合
併
は
見
送
ら
れ
た
。

 
 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
、
戸
長
が
置
か
れ
、
旧
藩
会
計
局
よ
り
政
事
に
関
す
る
書
類

の
引
き
継
ぎ
を
受
け
た
が
、
七
年
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
本
村
は
、
大
畑
、
西
、
一

武
の
各
村
と
と
も
に
第
一
四
大
区
第
五
小
区
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
 

明
治
一
〇
年
の
西
南
役
を
経
て
、
一
二
年
三
月
免
田
村
は
単
独
で
一
行
政
区
域
と
な
り
戸
長

役
場
の
設
立
を
み
る
に
至
っ
た
。
明
治
一
七
年
、
須
恵
村
と
と
も
に
免
田
列
村
戸
長
役
場
の
も

と
に
統
治
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
二
二
年
、
町
村
制
施
行
の
時
、
独
立
村
と
な
っ
て
再

び
免
田
村
と
称
し
た
。

 
 

昭
和
一
二
年
四
月
一
日
、
町
制
施
行
に
よ
り
免
田
町
と
な
っ
た
。

 
 

な
お
、
町
名
の
由
来
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
平
河
文
書
に
よ
る
と
、
南
北
朝
時
代
、
こ
の
地

に
は
永
池
村
、
黒
田
村
、
目
田
村
が
あ
っ
て
、
当
時
こ
の
地
域
で
南
北
朝
の
合
戦
が
あ
っ
た
と

書
い
て
あ
り
、
こ
の
合
戦
を
相
良
家
文
書
に
は
「
目
田
川
原
の
合
戦
」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の

目
田
川
は
、
現
在
の
免
田
川
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
免
田
家
文
書
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
、
免

田
村
が
記
さ
れ
て
い
て
、
黒
田
村
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に
目
田

村
と
黒
田
村
が
統
合
さ
れ
「
免
田
村
」
と
称
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）、
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行
に
と
も
な
う
県
の
合
併
試
案
で
は
、

免
田
町
、
岡
原
村
、
上
村
、
須
恵
村
、
深
田
村
の
中
球
磨
五
か
町
村
の
合
併
と
な
っ
て
い
た
の

で
、
以
後
関
係
各
町
村
間
で
研
究
会
、
懇
談
会
等
が
度
々
重
ね
ら
れ
た
。
三
一
年
一
月
、
免
田

町
に
お
い
て
関
係
五
か
町
村
長
が
会
合
し
、
合
併
促
進
協
議
会
の
結
成
に
つ
い
て
協
議
し
、
一

月
二
七
日
に
は
町
議
会
全
員
協
議
会
を
開
き
、
県
試
案
ど
お
り
合
併
を
実
現
す
る
運
動
を
起
こ

す
こ
と
を
申
し
合
せ
た
。
続
い
て
三
月
三
一
日
、
免
田
中
学
校
に
お
い
て
五
か
町
村
合
併
促
進

協
議
会
を
結
成
し
、
四
月
三
〇
日
に
関
係
五
か
町
村
長
名
を
も
っ
て
町
村
合
併
促
進
法
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
協
議
会
設
置
届
を
知
事
に
提
出
し
た
。
こ
の
間
、
三
月
一
六
日
に
は
県
主
催
に

よ
り
免
田
地
区
五
か
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
経
過
報
告
と
将
来
の
対
策
に
つ
い
て
打
ち
合
せ
会

が
開
か
れ
、
本
町
に
お
い
て
も
本
格
的
な
検
討
の
段
階
に
入
っ
た
。

 
 

以
後
数
回
に
わ
た
っ
て
協
議
会
の
総
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
五
か
町
村
の
最
終
的
な

意
思
統
一
は
困
難
な
様
子
で
あ
っ
た
。

 
 

免
田
町
に
お
い
て
は
、
合
併
後
地
理
的
に
も
中
心
に
な
る
の
で
、
町
の
発
展
は
、
合
併
な
く

し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
見
に
基
づ
き
、
最
も
積
極
的
に
活
発
な
合
併
促
進
運
動
を
行

な
っ
て
き
て
お
り
、
特
に
村
内
が
賛
成
派
と
反
対
派
に
分
か
れ
て
態
度
が
き
ま
ら
ず
五
か
町
村

合
併
を
困
難
に
し
て
い
る
岡
原
村
に
対
し
て
は
、
町
民
と
も
ど
も
賛
成
派
を
支
援
し
た
。
し
か

し
、
隣
村
岡
原
村
で
は
合
併
賛
成
派
と
合
併
反
対
派
の
間
に
感
情
的
対
立
が
で
き
る
な
ど
合
併

の
前
途
は
暗
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
合
併
へ
の
意
思
統
一
は
困
難
と
な

り
、
町
村
合
併
協
議
会
も
結
成
後
七
か
月
で
自
然
解
散
の
形
と
な
り
、
以
後
町
村
合
併
に
関
す

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

【
旧
球
磨
郡
免
田
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で

免

田

村

免

田

町

免

田

町

（
昭
一
二
・
四
・
一
町
制
施
行
）
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る
公
式
の
会
議
は
、
事
実
上
決
裂
し
た
。
し
か
し
、
当
地
区
は
、
客
観
的
に
も
合
併
の
必
要
が

あ
る
と
し
て
三
二
年
一
月
一
二
日
、
知
事
の
免
田
地
区
五
か
町
村
合
併
勧
告
が
な
さ
れ
た
。

本
町
で
は
、
三
二
年
五
月
、
知
事
勧
告
通
り
の
合
併
案
を
出
席
議
員
全
員
で
議
決
し
た
が
、
結

局
岡
原
村
、
上
村
に
お
け
る
村
内
の
対
立
抗
争
は
と
け
ず
、
最
終
的
に
は
岡
原
村
の
合
併
反
対

に
よ
り
、
こ
の
中
球
磨
五
か
町
村
の
合
併
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
旧
人
吉
藩
は
人
吉
県
と
な
り
、
同
年
一
一
月
、

八
代
県
に
合
併
さ
れ
、
さ
ら
に
六
年
、
八
代
県
は
白
川
県
と
合
併
し
た
。
七
年
の
大
小
区
制
の

大
改
正
に
よ
り
、
本
村
は
、
白
川
県
第
一
四
大
区
第
九
小
区
の
一
部
と
な
っ
た
。
一
二
年
、
郡

区
町
村
編
制
法
施
行
に
伴
な
い
、
岡
本
村
と
宮
原
村
は
一
行
政
区
域
と
し
て
戸
長
役
場
が
設
け

ら
れ
た
。
二
二
年
四
月
、
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
戸
長
は
村
長
と
改
称
さ
れ
、
同
時
に
岡
本
村

と
宮
原
村
が
合
併
し
て
岡
原
村
と
な
っ
た
。
こ
の
際
、
両
村
の
名
を
一
字
づ
つ
と
っ
て
「
岡
原

村
」
と
し
た
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
月
、
熊
本
県
町
村
合
併
基
準
が
示
さ
れ
、
同
四
月
に
は
町
村

合
併
基
準
調
査
が
実
施
さ
れ
た
が
、
球
磨
郡
に
お
い
て
も
同
六
月
二
日
に
球
磨
郡
町
村
合
併
基

準
委
員
会
が
発
足
し
、
地
域
的
な
調
整
、
懇
談
会
等
を
重
ね
た
。

 
 

同
年
一
〇
月
、
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行
に
伴
な
い
、
県
は
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
上
村
、

須
恵
村
、
深
田
村
の
中
球
磨
五
か
町
村
の
合
併
試
案
を
発
表
し
た
。

 
 

関
係
各
町
村
と
も
こ
の
試
案
に
基
づ
き
、
研
究
会
、
懇
談
会
等
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
二
九

年
六
月
一
〇
日
、
中
球
磨
地
区
五
か
町
村
の
合
併
を
進
め
る
た
め
中
球
磨
地
区
合
併
研
究
会
を

発
足
さ
せ
、
研
究
会
等
を
重
ね
た
が
、
当
時
か
ら
町
村
間
に
お
け
る
財
産
の
不
均
衡
を
め
ぐ
っ

て
町
村
内
部
ま
た
は
関
係
町
村
間
に
お
い
て
合
併
の
難
航
を
予
想
さ
せ
る
問
題
が
漸
次
表
面
化

し
て
き
た
。

 
 

三
一
年
一
月
、
関
係
五
か
町
村
長
は
免
田
町
に
会
合
し
て
、
合
併
促
進
協
議
会
の
結
成
に
つ

い
て
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
い
、
同
月
一
三
日
、
関
係
町
村
の
利
害
調
整
な
ら
び
に
意
思
統
一
を

目
的
と
す
る
五
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
結
成
し
、
四
月
三
〇
日
、
関
係
町
村
長
名
を
も
っ

て
協
議
会
の
設
置
を
知
事
に
届
け
出
た
。

 
 

し
か
し
、
従
来
か
ら
村
内
問
題
で
村
民
間
に
対
立
的
空
気
が
あ
っ
た
本
村
は
、
合
併
問
題
を

め
ぐ
り
村
長
の
率
い
る
合
併
反
対
派
と
農
協
長
の
率
い
る
合
併
賛
成
派
に
分
か
れ
た
た
め
、
村

内
は
賛
否
両
論
が
正
面
か
ら
対
立
す
る
状
態
と
な
り
、
村
民
相
互
間
の
感
情
的
対
立
が
次
第
に

表
面
化
し
て
い
っ
た
。

 
 

県
は
、
こ
の
事
態
収
拾
の
た
め
指
導
者
層
に
対
す
る
個
別
説
得
お
よ
び
地
域
住
民
と
の
座
談

会
等
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
数
回
に
わ
た
っ
て
各
団
体
等
の
有
識
者
の
啓
発
を
行
な
う
等
、

正
常
な
合
併
気
運
の
育
成
に
努
力
を
続
け
た
が
、
村
内
の
実
情
は
な
お
好
転
す
る
こ
と
な
く
、

両
派
の
間
に
は
解
け
難
い
感
情
的
な
溝
が
で
き
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
村
内
事
情
に
加
え
、

合
併
促
進
協
議
会
も
町
村
有
財
産
を
め
ぐ
る
協
議
不
調
等
か
ら
、
三
一
年
一
〇
月
七
日
の
会
議

以
後
は
、
自
然
解
消
の
破
目
に
陥
り
、
五
か
町
村
合
併
は
困
難
と
な
っ
て
き
た
。

 
 

し
か
し
、
地
理
的
に
も
経
済
的
に
も
当
地
区
は
合
併
条
件
を
備
え
て
い
た
の
で
、
翌
三
二
年

一
月
一
二
日
に
至
り
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
中
球
磨
地

区
五
か
町
村
に
対
す
る
合
併
勧
告
が
な
さ
れ
た
。
県
は
、
特
に
合
併
反
対
の
強
い
本
村
に
対
し

て
は
、
村
民
に
直
接
説
得
を
行
な
う
と
と
も
に
、
村
内
指
導
者
に
も
協
力
を
懇
請
し
各
方
面
に

働
き
か
け
た
。

 
 

し
か
し
、
村
内
に
お
け
る
賛
成
派
と
反
対
派
の
対
立
は
激
化
す
る
一
方
で
、
し
か
も
、
合
併

賛
成
派
の
増
加
の
傾
向
を
察
知
し
た
合
併
反
対
派
は
、
村
内
に
お
け
る
反
対
派
優
位
の
地
盤
確

保
と
題
し
て
、
一
月
二
〇
日
、
村
民
有
権
者
に
よ
る
合
併
賛
否
の
任
意
投
票
を
行
な
っ
た
。
そ

の
結
果
は
、
合
併
反
対
一
、
〇
二
四
票
、
合
併
賛
成
八
八
八
票
で
反
対
派
が
多
数
を
占
め
、
ま

す
ま
す
本
村
の
合
併
促
進
は
困
難
と
な
っ
た
。

【
旧
球
磨
郡
岡
原
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で

岡

本

村

宮

原

村

岡

原

村

岡

原

村

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）
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こ
の
住
民
投
票
の
結
果
が
判
明
し
た
後
、
一
月
二
三
日
、
臨
時
村
議
会
を
開
き
、
村
と
し
て

の
正
式
態
度
に
つ
い
て
協
議
し
た
結
果
、
合
併
賛
成
六
人
、
合
併
反
対
九
人
、
保
留
一
人
で
、

中
球
磨
地
区
五
か
町
村
合
併
に
は
反
対
す
る
旨
を
決
議
し
た
。

 
 

ま
た
、
知
事
の
勧
告
を
受
け
た
他
の
町
村
に
お
い
て
は
、
五
月
に
免
田
町
、
六
月
に
深
田
村
、

七
月
に
須
恵
村
が
そ
れ
ぞ
れ
議
会
で
合
併
賛
成
の
議
決
を
行
な
っ
た
が
、
上
村
は
依
然
町
村
間

の
財
産
の
不
均
衡
を
め
ぐ
っ
て
合
併
へ
の
消
極
的
態
度
を
捨
て
て
い
な
か
っ
た
。

 
 

一
方
、
本
村
に
お
け
る
合
併
反
対
派
は
、
早
く
か
ら
賛
成
派
の
牙
城
で
あ
る
農
協
の
二
分
を

策
し
て
い
た
が
、
一
〇
月
二
六
日
、
つ
い
に
岡
原
中
央
農
協
（
組
合
員
数
二
七
一
名
）
を
設
立

し
た
た
め
、
村
内
に
は
従
来
の
岡
原
農
協
（
組
合
員
数
七
五
六
名
）
と
二
つ
の
農
協
が
共
存
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 

ま
た
、
か
ね
て
か
ら
合
併
反
対
派
に
農
協
分
立
の
気
運
が
あ
る
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
合
併

賛
成
派
は
、
議
会
解
散
請
求
を
お
こ
し
、
三
三
年
三
月
、
村
議
会
解
散
の
住
民
投
票
を
行
な
う

こ
と
と
な
っ
た
。

 
 

住
民
投
票
の
結
果
は
、
解
散
反
対
（
合
併
反
対
派
）
九
九
四
票
、
解
散
賛
成
（
合
併
賛
成
派
）

九
八
五
票
、
そ
の
差
九
票
の
僅
差
を
も
っ
て
村
議
会
解
散
は
不
成
立
と
な
っ
た
。

 
 

そ
の
間
、
合
併
反
対
派
は
、
隣
接
多
良
木
町
と
の
合
併
を
隠
密
裡
に
進
め
、
三
二
年
一
二
月

一
日
、
本
村
と
多
良
木
町
と
の
合
併
賛
成
の
議
員
同
志
が
突
然
両
町
村
議
会
を
召
集
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
両
町
村
の
合
併
議
決
を
行
な
っ
た
が
、
多
良
木
町
と
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
以
後
さ
し

た
る
動
き
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

 
 

ま
た
、
合
併
賛
成
派
は
、
三
二
年
六
月
以
来
村
長
解
職
の
署
名
運
動
を
続
け
て
き
た
が
、
八

月
に
本
村
選
挙
管
理
委
員
会
は
、提
出
さ
れ
た
署
名
簿
を
審
査
し
た
結
果
、
署
名
総
数
七
七
九
、

有
効
六
七
一
、
無
効
一
〇
八
で
、
リ
コ
ー
ル
成
立
に
必
要
な
有
権
者
総
数
二
、
〇
八
一
人
の
三

分
の
一
に
達
し
な
い
と
し
て
そ
の
旨
告
示
し
た
。
し
か
し
、
賛
成
派
は
、
そ
の
審
査
結
果
を
不

服
と
し
て
熊
本
地
方
裁
判
所
に
署
名
無
効
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
結
果
、
同
地
裁
は
一
二

月
二
四
日
、
さ
き
に
本
村
選
挙
管
理
委
員
会
が
無
効
と
認
定
し
た
一
〇
八
の
署
名
の
う
ち
五
二

が
有
効
で
あ
る
旨
判
決
し
た
。

 
 

と
こ
ろ
が
今
度
は
、
合
併
反
対
派
が
こ
れ
を
不
服
と
し
て
最
高
裁
ま
で
上
告
し
、
両
派
は
泥

沼
の
抗
争
を
つ
づ
け
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
反
対
派
か
ら
な
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
の
上
告
審
の

判
決
が
翌
三
三
年
八
月
一
日
に
な
さ
れ
、
上
告
棄
却
と
な
っ
て
合
併
賛
成
派
の
村
長
解
職
請
求

が
確
定
し
、
村
長
は
、
八
月
一
九
日
自
発
的
に
辞
職
し
た
。

 
 

こ
の
村
長
辞
任
に
よ
り
、
八
月
三
一
日
、
村
長
選
挙
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一

九
日
に
辞
任
し
た
合
併
反
対
派
の
前
村
長
は
再
び
立
候
補
し
、
合
併
賛
成
派
の
農
協
長
と
争
う

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
村
長
選
挙
執
行
の
結
果
、

 
 

当
選 
 
 
 
 
 

合
併
反
対
派 

 

前
村
長 

 
 
 

一
〇
八
九
票

（
次
） 

 
 
 
 
 

合
併
賛
成
派 

 

農
協
長 

 
 
 

一
〇
四
四
票

 
 

そ
の
差
四
五
票
で
前
村
長
が
再
選
さ
れ
た
。

 
 

こ
の
選
挙
に
つ
い
て
も
、
合
併
賛
成
派
は
、
選
挙
期
日
の
告
示
の
時
間
、
不
在
者
投
票
証
明

事
由
、
選
挙
人
資
格
等
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
と
し
て
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
異
議
の
申
出
を

し
た
が
、
同
委
員
会
が
却
下
し
た
た
め
、
一
月
四
日
に
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
村
長
選
挙

無
効
の
訴
願
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
翌
三
四
年
二
月
二
三
日
に
至
り
こ
れ
を
取
り
下
げ
た
の

で
一
応
こ
の
争
い
も
お
さ
ま
っ
た
。

 
 

結
局
、
町
村
合
併
を
め
ぐ
っ
て
長
い
間
村
内
は
二
分
さ
れ
争
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
反

対
派
の
反
対
理
由
は
村
有
林
九
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
持
ち
財
政
的
に
も
富
裕
で
、
独
立
村
と
し

て
将
来
に
不
安
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
合
併
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が

村
民
の
過
半
数
の
意
見
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
合
併
は
見
送
ら
れ
た
。

 
 

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
人
吉
県
に
属
し
た
。
の
ち
人
吉
県
は
八
代
県

に
、
さ
ら
に
八
代
県
は
白
川
県
に
合
併
さ
れ
、
七
年
の
大
小
区
制
の
改
正
に
よ
り
黒
肥
地
、
多

良
木
と
共
に
白
川
県
第
一
四
大
区
、
第
八
小
区
と
な
っ
た
。
十
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施

行
に
伴
な
い
須
恵
村
は
一
村
で
一
行
政
区
域
を
な
し
、
字
堂
園
に
役
場
を
設
け
、
須
恵
村
戸
長

役
場
と
称
し
て
村
政
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
一
七
年
に
は
免
田
町
と
行
政
区
域
を
同
じ
く
し
、

【
旧
球
磨
郡
須
恵
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

須

恵

村

須

恵

村

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で
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２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

【
旧
球
磨
郡
深
田
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

同
一
の
戸
長
役
場
を
設
け
た
。
二
二
年
、
町
村
制
の
実
施
と
共
に
、
免
田
村
と
分
離
し
て
須
恵

村
と
な
っ
た
。

 
 

相
良
長
頼
当
時
（
一
一
九
八
）
、
球
磨
郡
は
臼
間
荘
、
須
恵
荘
、
永
吉
荘
の
三
か
荘
に
分
か
れ

て
い
た
。
そ
の
う
ち
須
恵
荘
は
、
今
で
い
う
須
恵
村
、
免
田
町
、
上
村
、
錦
町
に
わ
た
る
大
村

で
あ
っ
た
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
県
の
合
併
試
案
と
し
て
須
恵
村
、
岡
原
村
、
上
村
、
深
田
村
、

免
田
町
の
五
か
町
村
合
併
案
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
な
い
二
九
年
五
月
七
日
、
須
恵
村
公
民

館
に
村
議
会
議
員
を
は
じ
め
各
団
体
役
員
代
表
者
約
一
〇
〇
名
を
集
め
て
、
第
一
回
町
村
合
併

懇
談
会
が
県
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
代
表
者
約
半
数
が
隣
村
多
良
木
町
と
の
合
併
を

強
く
打
ち
出
し
た
た
め
、
県
試
案
と
し
て
示
さ
れ
た
五
か
町
村
合
併
の
進
展
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
、
同
月
一
七
日
、
深
田
村
か
ら
議
会
代
表
者
が
来
村
し
、
村
議
会
全
員
協
議
会
を
開

い
て
、
深
田
村
代
表
者
と
懇
談
し
た
が
、
中
球
磨
五
か
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
が
対

立
し
、
こ
こ
で
も
結
論
を
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

 
 

九
月
一
一
日
、
免
田
町
に
お
い
て
、
中
球
磨
五
か
町
村
の
町
村
合
併
に
関
す
る
第
一
回
協
議

会
が
、
一
〇
月
八
日
に
は
同
じ
く
第
二
回
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
村
に
お
い
て
は
、
一
〇

月
二
三
日
、
第
二
回
須
恵
村
町
村
合
併
懇
談
会
が
開
か
れ
た
が
、
第
一
回
同
様
結
論
が
で
ず
、

一
一
月
二
八
日
の
第
三
回
合
併
懇
談
会
で
も
、
浜
の
上
、
屯
所
、
諏
訪
原
、
阿
蘇
、
平
山
、
竹

原
、
中
島
部
落
等
が
強
力
に
多
良
木
町
と
の
合
併
を
主
張
し
た
た
め
、
中
球
磨
五
か
町
村
合
併

へ
の
意
見
は
ま
と
ま
ら
ず
、
一
二
月
二
九
日
の
第
五
回
懇
談
会
で
も
同
様
で
、
以
後
は
分
村
合

併
に
つ
い
て
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
翌
三
〇
年
一
月
三
〇
日
、
臨
時
議
会
が
招
集

さ
れ
、
町
村
合
併
に
つ
い
て
熱
心
な
討
論
が
行
わ
れ
た
が
、
結
局
議
会
自
体
が
混
乱
に
陥
り
、

結
論
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
散
会
と
な
っ
た
。

 
 

そ
の
後
、
研
究
会
等
を
重
ね
、
同
年
九
月
一
八
日
、
中
球
磨
五
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
規

約
お
よ
び
委
員
選
出
に
つ
い
て
臨
時
議
会
を
招
集
し
た
結
果
、
本
村
は
、
条
件
を
付
し
て
協
議

会
の
委
員
を
選
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
条
件
は
、

 
 

一
、
須
恵
村
は
、
免
田
地
区
に
持
ち
出
し
た
新
町
村
建
設
計
画
と
同
条
件
を
多
良
木
地
区
に

持
ち
出
し
て
比
較
検
討
す
る
。

 
 

二
、
多
良
木
地
区
合
併
に
対
す
る
研
究
委
員
は
、
免
田
地
区
合
併
に
対
し
て
選
出
し
た
一
六

名
の
委
員
を
も
っ
て
あ
て
る
。

 
 

三
、
多
良
木
地
区
合
併
研
究
は
、
免
田
地
区
合
併
促
進
建
設
計
画
の
樹
立
と
同
時
に
行
な
う

も
の
と
す
る
。

 
 

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
翌
三
一
年
三
月
三
一
日
、
五
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
が
発
足

し
、
四
月
、
関
係
五
か
町
村
長
名
を
も
っ
て
町
村
合
併
促
進
法
第
五
条
に
基
づ
き
協
議
会
設
置

届
を
知
事
に
提
出
し
た
。

 
 

以
後
、
数
回
に
わ
た
っ
て
協
議
会
を
開
催
し
た
が
、
上
村
、
岡
原
村
の
意
見
と
他
の
関
係
町

村
の
意
見
が
一
致
せ
ず
、
協
議
会
は
、同
年
一
〇
月
二
日
を
最
後
に
自
然
解
散
の
形
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
翌
三
二
年
一
月
一
二
日
、
知
事
に
よ
る
中
球
磨
五
か
町
村
の
合
併
勧
告
が
な
さ
れ

た
。

 
 

本
村
に
お
い
て
は
、
依
然
、
免
田
地
区
合
併
派
と
多
良
木
地
区
合
併
派
と
の
意
見
の
続
一
が

み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
分
村
合
併
の
研
究
、
そ
の
他
事
情
検
討
の
結
果
、
多
良
木
地
区
に
分
村

合
併
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
の
結
論
を
得
、
結
局
、
多
良
木
町
と
の
分
村
合
併
派
も
従
来

の
態
度
を
改
め
、
五
か
町
村
全
体
の
合
併
を
条
件
と
し
て
賛
成
の
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 
 

同
年
七
月
二
一
日
、
村
議
会
は
出
席
議
員
全
員
に
よ
り
知
事
勧
告
ど
お
り
合
併
案
を
議
決
し

た
が
、
隣
村
岡
原
村
に
お
け
る
合
併
賛
成
派
、
反
対
派
の
争
い
は
続
き
、
最
終
的
に
は
岡
原
村

の
合
併
反
対
、
上
村
の
態
度
保
留
等
に
よ
り
、
こ
の
地
区
の
合
併
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。

深

田

村

深

田

村

川
村
の
一
部

（
昭
二
八
・
一
・
一
〇
境
界
変
更
）
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（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

 
 

相
良
氏
七
〇
〇
年
間
、
そ
の
政
治
の
下
に
在
っ
た
。
明
治
七
年
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
に

お
い
て
は
、
第
一
四
大
区
第
六
小
区
に
属
し
た
。一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、

大
小
区
制
が
廃
止
さ
れ
て
戸
長
役
場
が
設
け
ら
れ
る
と
、
木
上
村
と
同
一
行
政
区
域
と
し
て
統

治
さ
れ
た
。
二
二
年
の
市
制
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
、
木
上
村
と
組
合
村
と
し
て
発
足
し
て
い

た
が
、
二
七
年
に
分
離
し
、
深
田
村
は
単
独
村
と
な
り
、
以
後
終
戦
ま
で
行
政
区
域
に
変
更
は

な
か
っ
た
。

 
 

な
お
、
村
名
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
村
の
地
勢
お
よ
び
地
形
等
に
よ
り
選
定
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
い
つ
頃
か
ら
「
深
田
」
と
称
さ
れ
て
き
た
か
も
明
ら
か
で
な
い
が
、

明
治
初
期
に
は
「
深
田
村
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

戦
後
、
本
村
と
川
村
の
隣
接
地
に
開
拓
団
が
入
り
、
開
拓
部
落
を
形
成
し
た
。
こ
の
部
落
は
、

境
界
を
は
さ
ん
で
両
村
に
拡
が
っ
て
い
た
た
め
、
両
村
は
行
政
事
務
の
取
扱
い
そ
の
他
の
関
係

で
い
ず
れ
か
に
編
入
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
、
昭
和
二
七
年
七
月
一
日
、

境
界
変
更
に
よ
り
川
村
の
開
拓
部
落
一
帯
を
本
村
に
編
入
す
る
こ
と
を
知
事
に
申
請
し
、
翌
年

一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

 
 

促
進
法
の
制
定
に
伴
な
い
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
一
月
、
県
の
合
併
試
案
と
し
て
、

深
田
村
、
免
田
町
、
上
村
、
須
恵
村
、
岡
原
村
の
五
か
町
村
合
併
案
が
発
表
さ
れ
た
。
関
係
各

町
村
で
研
究
会
、
懇
談
会
を
重
ね
、
三
一
年
一
月
二
〇
日
に
は
関
係
五
か
町
村
長
が
免
田
町
に

会
合
し
、
合
併
促
進
協
議
会
結
成
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
ま
た
、
同
月
二
七
日
、
村
議
会
は
、

議
会
全
員
協
議
会
を
開
い
て
県
試
案
ど
お
り
合
併
を
実
現
す
る
運
動
を
起
こ
す
こ
と
を
申
し
合

わ
せ
た
。
同
月
三
一
日
、
免
田
中
学
校
に
お
い
て
五
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
結
成
し
、
関

係
各
町
村
は
、
本
格
的
に
合
併
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。
三
月
一
六
日
、
県
主
催
に

よ
り
、
免
田
地
区
合
併
に
つ
い
て
の
経
過
報
告
お
よ
び
将
来
の
対
策
等
の
打
合
せ
会
が
開
催
さ

れ
、
以
後
各
部
落
に
お
い
て
、
座
談
会
、
研
究
会
を
重
ね
た
が
、
結
論
を
出
す
ま
で
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。

 
 

四
月
に
入
り
、
関
係
五
か
町
村
長
名
を
も
っ
て
促
進
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
会
設
置

届
を
知
事
に
提
出
し
、
数
回
に
わ
た
り
協
議
会
の
総
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
各
町
村
の

意
見
の
一
致
を
み
な
か
っ
た
。
本
村
は
、
早
急
に
合
併
す
べ
し
と
い
う
意
見
を
出
し
た
が
、
岡

原
村
、
上
村
は
、
財
産
区
運
営
に
つ
い
て
不
満
を
表
わ
し
、
合
併
反
対
意
見
の
方
が
強
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
協
議
会
は
行
き
づ
ま
り
、
三
一
年
一
〇
月
二
日
の
会
議
を
最
後
と
し
て
、

協
議
会
は
自
然
解
散
の
形
と
な
っ
た
。

 
 

三
二
年
一
月
一
二
日
に
至
り
、
知
事
に
よ
る
免
田
地
区
五
か
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
勧
告
が

な
さ
れ
た
。
本
村
は
、
知
事
の
合
併
勧
告
を
受
入
れ
、
同
年
六
月
に
合
併
議
案
を
議
会
で
可
決

し
、
免
田
町
、
須
恵
村
と
相
協
力
し
て
合
併
の
早
期
実
現
を
計
っ
た
が
、
隣
村
岡
原
村
に
お
け

る
合
併
賛
成
派
と
反
対
派
の
対
立
抗
争
は
解
け
ず
、
結
局
、
岡
原
村
の
合
併
反
対
、
上
村
の
態

度
保
留
に
よ
り
、
五
か
町
村
合
併
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 

な
お
、
本
村
の
住
民
は
最
後
ま
で
勧
告
通
り
の
五
か
町
村
合
併
を
期
待
し
て
お
り
、
な
か
に

は
免
田
町
、
須
恵
村
と
の
三
か
町
村
に
よ
る
段
階
的
合
併
を
し
よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、

合
併
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で

深

田

村

深

田

村
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